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子
ど
も
医
療
費
・
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
お
よ
び
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
で
、
住
所
、
加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
、
医
療
費
の
振
込
先
口
座

な
ど
の
登
録
事
項
に
変
更
が
あ
る

と
き
は
、
保
険
医
療
課
に
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
医
療
受
給
者
の
方

町
内
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た

際
は
、
窓
口
で
必
ず
毎
回
、
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証
と
子
ど
も
医

療
費
受
給
者
証
（
ク
リ
ー
ム
色
）

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
提
示
し

な
い
と
そ
の
場
で
の
支
払
い
が
発

生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
、
重
度

心
身
障
害
者
医
療
受
給
者
の
方

町
内
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た

際
は
、
窓
口
に
各
医
療
費
の
申
請

書
が
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
記
入
し
、
月
ご
と
に
医

療
機
関
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

共
通
事
項

町
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た

等
で
役
場
に
申
請
書
（
請
求
書
）

を
提
出
す
る
期
間
は
診
療
月
の
翌

月
以
降
、
5
年
間
で
す
。
診
療
月

と
同
月
中
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

3

保
険
医
療
課
医
療
係
9
２
１

７
４
・
２
１
７
５

【
3
つ
の
習
慣
】

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す

る
。

○
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、必
ず
火
を
消
す
。

【
4
つ
の
対
策
】

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

○
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン

か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、

防
炎
品
を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
等
を
設

置
す
る
。

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の

協
力
体
制
を
つ
く
る
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
火
災
に

よ
る
煙
や
熱
を
自
動
的
に
感
知
し

て
警
報
音
や
音
声
で
火
災
の
発
生

を
知
ら
せ
る
も
の
で
す
。

埼
玉
県
内
で
発
生
し
た
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
奏
功
事
例
（
住
宅

用
火
災
警
報
器
が
作
動
し
た
こ
と

に
よ
り
、
大
き
な
火
災
に
至
ら
ず

に
済
ん
だ
事
例
）
は
、
平
成
18
年

12
月
か
ら
平
成
22
年
12
月
末
ま
で

の
間
に
1
5
6
件
の
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

〈
奏
功
事
例
1
〉

居
住
者
が
、
フ
ラ
イ
パ
ン
を
コ

ン
ロ
に
か
け
、
火
を
つ
け
た
ま
ま

寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
過
熱
さ
れ

た
フ
ラ
イ
パ
ン
か
ら
煙
が
発
生
し
、

階
段
、
寝
室
に
設
置
さ
れ
て
い
た

住
宅
用
火
災
警
報
器
が
作
動
。
警

報
音
に
居
住
者
が
気
づ
き
、
コ
ン

ロ
の
火
を
消
し
て
事
な
き
を
得
た
。

〈
奏
功
事
例
2
〉

2
階
の
部
屋
で
布
団
を
い
す
の

上
に
か
け
て
干
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

近
く
に
あ
っ
た
電
気
ス
ト
ー
ブ
と

接
触
し
着
火
、
階
段
部
分
に
付
け

て
い
た
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
作

動
し
た
。
1
階
で
そ
の
警
報
音
に

気
づ
い
た
居
住
者
は
、
1
1
9
番

通
報
し
、
水
を
く
ん
だ
バ
ケ
ツ
に

よ
り
初
期
消
火
を
行
な
っ
た
。

消
火
器
や
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
悪
質
訪
問
販
売
に
は
、
く
れ
ぐ

れ
も
ご
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
あ

た
か
も
消
防
職
員
の
よ
う
な
服
装

や
言
動
で
訪
問
し
、
勧
誘
す
る
業

者
が
い
ま
す
。
消
防
署
や
消
防
団

員
が
消
火
器
や
住
宅
用
火
災
警
報

器
な
ど
を
販
売
等
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
特
定
の
業
者

に
販
売
を
委
託
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、

は
っ
き
り
断
っ
て
く
だ
さ
い
。

3

消
防
本
部
消
防
課
予
防
係
�

７
２
２
┃
８
１
１
１

住
宅
防
火
　
い
の
ち
を

守
る
7
つ
の
ポ
イ
ン
ト

お
住
ま
い
に
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
は
お
済
み

で
す
か
？

悪
質
訪
問
販
売
に
ご
注
意
!

　人権擁護委員の任期満了に伴い、
小林伸子さんが10月 1 日付で法務大
臣から再委嘱されました。 
　人権擁護委員は、町内に 4 名おり、
人権侵害の問題等の相談に応じてい
ます。 
　町では人権相談を開催しています
ので、ぜひご利用ください。 
3　人権推進課9２２４１�

人権擁護委員に
　小林伸子さん(再委嘱)
人権擁護委員に
　小林伸子さん(再委嘱)

福
祉
3
医
療
（
子
ど
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・
ひ
と
り
親
・�

重
度
）
受
給
者
の
皆
様
へ�
福
祉
3
医
療
（
子
ど
も
・
ひ
と
り
親
・�

重
度
）
受
給
者
の
皆
様
へ�

『
消
し
た
は
ず
　
決
め
つ
け
な
い
で
　
も
う
一
度
』�

（
全
国
統
一
防
火
標
語
）�

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
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5

夏期の電力需要削減結果について�

　町では、夏期における電力需要削減を図るた
め、5月23日から9月30日までを計画期間とする
「伊奈町電力需要削減計画」を策定し、町民の
方々へのサービス低下を招かないことを基本方
針として、節電に努めてまいりました。今般、
計画期間中の電力削減結果がまとまりましたの
で報告します。 
　今後も電力供給については不透明な状況であ
り、町では節電に積極的に取組んでいきますの
で、町民の皆様にもご理解をいただくとともに、
引き続き家庭での節電についてもご協力いただ
くよう、お願いします。 
調査対象施設　役場庁舎ほか21公共施設 
計画における目標値　町施設全体で前年同期対
比15％以上の電力需要削減を図る 

03　企画課政策企画担当19２２１６�

町関係施設�
（22施設合計）�

22年度�

 6 月�

 7 月�

 8 月�

 9 月�

前年度比�

削減率�

346,308 

433,823 

433,093 

467,090

278,122 

367,061 

322,823 

337,752

77.71％ 

22.29％ 

80.31% 

84.61% 

74.54% 

72.31%

23年度�

月間使用電力量（Kwh）�

22施設�

対前年�

①固定資産税　　　　4期
②国民健康保険税　　5期
③介護保険料　　　　5期
④後期高齢者医療保険料

5期

町税等の
納期のお知らせ

納付は納期限までにお忘れなく

納期内の納付をお願いします。
（年金天引きの方を除きます。）
町税等の納付は、便利な口座
振替をご利用ください。口座振
替申込書は、納付書に綴

つづ

られて
いるほか、収税課・福祉課・保
険医療課窓口にあります。通帳・
通帳使用印をご持参のうえ、収
税課・福祉課・保険医療課また
は取扱金融機関でお申し込みく
ださい。
※口座振替の開始は、申込月の
翌月末以降の納期分からとなり
ます。
03 ①②収税課19２１４３
③福祉課19２１２４
④保険医療課19２１７５

11月30日
納付期限 　埼玉県下一斉で、11月～1月を滞納整理強化期間とし、徴収の取組み

を強化します。これまで再三にわたり町税未納者に納税をお願いしてきま
したが、このまま未納が続く場合は、税負担の公平性を確保するため、法
律の規定に基づき財産（不動産、預貯金、給与、生命保険等）の差押処分
を執行します。納めていない方は早急に納付してください。�

3　収税課9２１４３�

◎納税催告
　納期限が過ぎても納付しない
方に対し、督促状、文書催告書
の送付、電話催告、自宅訪問を
行います。�
�
◎財産調査
　催告に応じない滞納者の財産
について、官公署・金融機関・
生命保険会社などに対し調査し
ます。�

◎給与調査
　滞納者が給与所得者である場合は、給与差押
をするために、勤務先に対し給与調査を行いま
す。�
�
◎滞納処分（財産差押・換価処分）
　納期限を過ぎても納付せず、税金を滞納した
まま放置しておくと、法律に基づき滞納者の意
思に関わりなく強制的に財産の差押などの処分
を受けることになります。差押の対象は、土地
・建物、預貯金、給与、生命保険などです。�

◎相談窓口�
　町税を納期限までに納めることが難しい場合は、収税課にご相談ください。�
平日に来庁できない方のために、休日納税相談も実施しています。�
相談日　毎月第2 日曜日および最終日曜日　9時～16時�
（相談日を変更する場合がありますので、来庁する場合は前もって相談日をご確認ください。）�

納
税
通
知
書

発
送 財

産
調
査

給
与
調
査

納
税
催
告

財
産
差
押

換
価
処
分

催告等に応じない滞納者には差押処分をします催告等に応じない滞納者には差押処分をします
滞納整理強化期間
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